
法 学 第 2 9 5 号

平成 28 年６月 16 日

各 学 校 設 置 者 様

（高・特・高等専修）

岩手県総務部法務学事課私学・情報公開課長

高等学校等就学支援金事務処理要領（旧制度）の改正について（通知）

このことについて、別添のとおり改正しましたのでお知らせします。

改正後の要領を参照の上、今後の事務処理に遺漏のないようご留意願います。

記

改正内容

・高等学校等就学支援金事務処理要領（旧制度）第１章（６）就学支援金の加算

【１．５倍加算の基準額早見表②（H28.7～H29.6 分）】の追加及び【１．５倍加算の基準額早見

表①（H26.7～H27.6 分）】の削除

担 当：私学振興担当 横田

電 話：019-629-5041
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